令和８年３月30日

各種手引き改定について（お知らせ）

大阪府　都市整備部　住宅建築局
建築指導室　建築振興課

令和８年３月30日より、以下の各種手引きを改定します。

1．改正の適用年月日
　令和８年３月30日から適用します。

２．改正に該当する手引き
　○「建設業許可申請の手引き」　　　　　　○「建設業許可変更等届出の手引き」
　○「解体工事業登録申請等の手引き」　　　○「経営事項審査申請の手引き」
　なお、改訂版の各手引きについては、同日付けでホームページへ掲載しています。

３．改正の概要
建設業許可申請の手引き・建設業許可変更等届出の手引き
●改正書士法の施行に合わせ、代理申請に関する記述を時点更新
●窓口での運用状況に合わせ、説明内容の補記
　　・経管の要件確認における「決算報告書」の追記
　　・外国籍の方等の「登記されていないことの証明書」の記載に関する説明を追記
　　・常勤性確認に関する説明を追記（申請日の時点によって必要な確認資料）
　　・許可換え新規申請の際の直近決算変更届の確認について追記
●事前チェックサービスに関連する記載について、現行の運用に時点更新

解体工事業登録申請等の手引き
[bookmark: _Hlk224042661]●窓口での運用状況に合わせ、説明内容の補記
　　　・技術管理者要件の確認に関する記述を追記
　　　・証明書の有効期間に関する説明を追記
　　　・技術管理者の在籍確認の説明に関して追記
　　　・廃止届を提出する際の本人確認書類に関する内容を追記　

経営事項審査申請の手引き
●窓口での運用状況に合わせ、説明内容の補記
・建設機械の保有確認書類に関する説明を更新
・個人事業主の常勤性確認書類に関する説明を更新
・ＩＳＯ第14001号の登録及びエコアクション２１の認証が何れも有りの場合の評点の修正
・二以上の事業所から報酬が発生する場合の必要書類についての説明を記載
・資本性借入金の取扱いについて追記
